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午前１０時 開会 

○田畑委員長 おはようございます。 

 委員各位におかれましては、御参集いただきま

して、誠にありがとうございます。 

 ただいまから総務産業常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

常任委員会に付託されました議案第５号「泉南市

企業版ふるさと納税基金条例の制定について」及

び議案第９号「職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例について」から議案第12号

「会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」までの４件の計

５件について審査いただきたいものでありますの

で、委員各位におかれましては、よろしくお願い

申し上げます。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表としてタブレット

に掲載いたしておりますので、御参照いただきた

いと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、山本市長より

一言頂戴します。 

○山本市長 ただいま委員長のお許しを得ましたの

で、総務産業常任委員会の開会に当たりまして、

御挨拶を申し上げます。 

 田畑委員長、谷藤副委員長はじめ委員の皆様方

には、市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

 本日の委員会は、昨日の本会議で本常任委員会

に付託されました議案第５号、泉南市企業版ふる

さと納税基金条例の制定について及び議案第９号、

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例についてから議案第12号、会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてまでの計５議案につきまして御審査を

お願いするものでございます。 

 何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承

認賜りますようお願い申し上げまして、簡単では

ございますが、御挨拶とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○田畑委員長 なお、本日会議の傍聴の申出がござ

います。傍聴の取扱いについて、この際、御協議

をいただきたいと思います。 

 会議の傍聴につきまして、御意見等ございませ

んか。――――それでは、傍聴者の入室を許可い

たします。 

 〔傍聴者入室〕 

○田畑委員長 委員並びに理事者に申し上げます。

質疑及び答弁につきましては、インターネット中

継を御覧の皆様方に発言者が分かるよう御起立い

ただきますようお願い申し上げます。 

 昨日の総務産業常任委員協議会で何か補足する

部分があれば、この冒頭で時間を取りますので、

もしよろしければ、よろしいですか。 

○水内ふるさと戦略課長 おはようございます。昨

日の総務産業常任委員協議会の御質問が１点残っ

ていましたので、御回答させていただきます。 

 補助金交付団体からの寄附金は、経済的な利益

に該当するか否かという御質問をいただいていた

と思います。 

 国等のマニュアルを確認したところ、経済的な

利益には該当しないということです。 

 以上です。 

○田畑委員長 よろしいですか、委員の皆さん。 

○大森委員 もう一度分かりやすく言うてもろたら、

補助金をもらっている企業が、企業版ふるさと納

税をしてもオッケーということですかね。 

○水内ふるさと戦略課長 おっしゃるとおり補助金

交付団体からの寄附金は受領可能となっています。 

 以上です。 

○大森委員 また、ちょっともうこの前の話、昨日

もあったけれども、その補助金に関わる、例えば

事業とかに関わったようなことで、どういうんか

な、その補助金に関わる事業と、企業版ふるさと

納税の、どういうんかな、それとはリンクはした

らあかんというような説明があったと思うんやけ

れども、その点はどないなっているんですかね。

もう別に何でもいいということですか。 

○水内ふるさと戦略課長 補助金の交付団体が、い

ただいたプロジェクトに、要は契約の相手方にな

るかどうかということの御質問かと思います。 

 その契約の相手方として選定するに際し、補助

金の交付要件で、例えば寄附をすることであると

か、そういった制限を設けない。合理的な理由が
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あれば契約は可能となっています。 

 以上です。 

○田畑委員長 質問を始めますね。また、後日皆さ

んでやりましょう。 

 これより議案の審査を行いますが、議案の内容

につきましては、本会議において既に説明を受け

ておりますので、これを省略し、質疑から始めた

いと思います。これに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○田畑委員長 異議なしと認めます。よって審査の

方法については、提案理由並びに内容の説明を省

略し、質疑から始めることに決定をいたしました。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第５号「泉南市企業版ふるさと納

税基金条例の制定について」を議題とし、質疑を

行います。質疑はございませんか。 

○森委員 よろしくお願いします。これは基金条例

の提案ですので、まず条例についてお聞きしたい

んですけれども、この条例には処分の条項が入っ

ていないんですけれども、基金の。これはあえて

処分を入れていないという、その意図をお示しく

ださい。 

 それから、企業版ふるさと納税なんですけれど

も、これも非常にもやもやと悩ましくて、寝覚め

が悪いんですけれども、昨日からお話を聞いてい

て、要はこの企業版ふるさと納税という制度が、

確立された制度があるんですけれども、それに泉

南市が、これから取り組んでいくんだという運営

方針といいますか、あるいは、この場合、むしろ

営業方針かもしれませんけれども、そういうもの

が、まだ確立されてないということが、露呈され

ているんじゃないかと思うんですけれども、取り

あえずそれだけ。 

○田畑委員長 ２点。 

○水内ふるさと戦略課長 処分条項がないというこ

となんですけれども、処分条項というは、積み立

てたお金は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事

業に当てていくということですので、事業計画を

もって当てるということですので、処分条項は設

けておりません。 

 あと、運営方針なんですが、今までやってきた

その取組を継続しながら、機会を捉えて内閣府が

主催するマッチング会であるとか、そういったＰ

Ｒできる場、そういうところに積極的に参加して、

企業版ふるさと納税の獲得に力を入れていきたい

と思っています。 

 以上です。 

○森委員 ちょっとその処分条項を入れていない理

由がもう１つ、それに当てていくということは、

この条例の中に書いてあるのか、これは。 

 処分ということは取り崩しですけれども、要は。

その辺が条例に書かんでもええのかな、それ。 

 それから、企業版ふるさと納税の件ですけれど

も、今の話であると、このまま成り行きでやって

いくということでしょう、要は。それでは、ちょ

っと覚悟というか、事業として取り組むという方

針が明らかにないですわな。 

 これは私もちょっと悩ましいものやからいろい

ろ見てみたら、箕面市なんですけれども、ちょっ

と紹介しますけれども、これが一番分かりやすく

てはっきりしている。一般向けに出されているん

やと思うんですけれども。 

 箕面市まち・ひと・しごと創生基金条例の制定

についてという、条例の名前は違うんですけれど

も、中身は一緒ですわね。 

 企業版ふるさと納税、まち・ひと・しごと創生

寄附活用事業制度とは、市が作成し、国が認定し

た地域再生計画に掲げている地方創生プロジェク

トに対して、企業が寄附を行った場合、最大９割

の税制上の優遇措置を受けることができる制度で

ありますと、これはそのとおりなんですけれども。 

 本市においては、令和３年３月31日、上記地域

再生計画について国の認定を受け、ここまで泉南

市も一緒ですわね。同制度を活用できることとな

りましたと。これからやりますよ。 

 本市が取り組む地方創生プロジェクト、これが

５つありまして、これは箕面市の場合ですよ。泉

南市の場合は、これは金熊寺の梅林やと昨日おっ

しゃったわけですけれども、健康寿命の延伸が１

つ、文化芸能・国際交流の振興が１つ、それから

ベンチャー企業の誘致・創業支援が１つ、豊かな

自然環境の活用と環境保全の実現が１つ、鉄道・

バスなどの公共交通の充実、はっきりしているよ

ね、これはね。非常に分かりやすい。 
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 寄附するほうも、このようなプロジェクトに使

ってくださいと、寄附を出す。そういうことでし

ょう、この制度は。箕面市の捉え方は。泉南市の

捉え方は違うんですか。 

○水内ふるさと戦略課長 御質問２点いただいたと

思うんですけれども、まず最初の目的ですかね。

条例の目的に、この事業に充てていくんだという

ことを記載しております。 

 次に、先ほどおっしゃられた、その泉南市のプ

ロジェクトは金熊寺と委員おっしゃっていたと思

うんですけれども、金熊寺は取り組んでいくプロ

ジェクトの１つであって、泉南市のほうの地域再

生計画の中では４点上げております。 

 １つ目が、にぎわいと交流が生まれるまちプロ

ジェクト事業、２点目が、子どもにやさしいま

ち・すべての人にやさしいまちプロジェクト事業、

３点目が、地域で支える暮らしの安心プロジェク

ト事業、４点目としまして、国際的スポーツエリ

ア「ＳＥＮＮＡＮ ＣＡＭＰ」の創造プロジェク

ト事業となっています。 

 以上です。 

○森委員 だから、それは初めから、昨日の説明か

ら、そういうことやということをちゃんと打ち出

してもらわな、これ、昨日の説明のそれどこにあ

ったんや、これ。まあ、よろしいわ、それは、は

っきりしているんやったら。 

 だから、これ、そういうこともやっぱりその一

般にというか、企業さんにもはっきりさせないと、

ＰＲにも何にもならないでしょう。それなりのそ

の企画物を作って、獲得しにいかないかんわけで

しょう。だから、それを先に、ここにも出してい

ただければよかったんですけれども。 

 それで、今その条例の目的というのは、どこに

書いてあるんですか。 

○水内ふるさと戦略課長 すみません、目的なんで

すけれども、今提案させていただいている基金条

例の第１条設置というところに、地域再生法第５

条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創

生寄附活用事業に対する法人からの寄附金を適正

に管理し、当該事業に要する経費の財源に充てる

ためということで目的を記載しております。 

 以上です。 

○森委員 それちょっと不十分と違うか。それだけ

に使うと、ほかは使ったらいかんということを書

かないとあかんのと違うか。 

○水内ふるさと戦略課長 すみません、設置のほう

に、当該事業に要する経費に充てるためというこ

とで限定させて記載しておるつもりです。 

 以上です。 

○竹田委員 それでは、何点か質問させていただき

たいと思います。 

 企業版ふるさと納税ということで、今後しっか

り頑張っていただきたいと思いますし、また、そ

のための基金の設置条例だというふうに、そうい

う認識をしております。 

 先ほど、森委員のお話があったわけなんですが、

こういうことかなというふうには思うんですけれ

ども、私もちょっと同じ疑問を持っておりまして、

１つ目に質問させていただこうと思っておったん

です。 

 このふるさと納税については、いわゆる法人版、

そしてこの企業版ということで、これ２種類が存

在するというふうに認識をしております。 

 さらには、この企業版の中には寄附ということ

と、それと人材派遣という、やっぱりこの２種類

が存在すると、こういうことだというふうに思う

んですね。 

 この個人版につきましては、泉南市ふるさと泉

南応援寄附条例という条例を、これを設置してい

るんですね。 

 しかし、今回のこの企業版につきましては、確

かにこの先、令和６年度までというような条件が

あるんですけれども、ただ、せんだってから、答

弁がありましたように、これはそのまま継続でき

るんではないかということで、今回この基金の設

置をするという目的の条例が提案されているんで

すが、そこまで考えておられるんでしたら、これ

はふるさと泉南応援寄附条例とともに、要するに

今もありましたけれども、きちっとして基金だけ

ではなくて、全体観の条例というものが、やはり

これは必要ではないのかなというふうに思うんで

すね。 

 この辺の議論はどうなされていたのか。いわゆ

る先ほども、例えば何かペナルティー云々があっ
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た場合に、その条例の中でやはりしっかりと、そ

こを明記していく、あるいは泉南ふるさと応援寄

附条例の中では、基金の設置もこの条例の中に入

っているんですよね。 

 そして、全体観な条例の仕組みになっているん

ですが、今回の企業版については、基金の設置の

みと、この辺どう解釈をしたらいいのか、１つは

説明をいただきたいと、このように思います。 

 次に、法人からの寄附については、寄附を受け

入れる法人については、基本的には本社が所在す

る地方公共団体、この団体については寄附が対象

外となると。 

 つまり、泉南市内に本社機能を有している法人

については、これは寄附は頂けないと、こういう

ことだというふうに思うんですが、ほかに制約と

いうのはないんでありましょうか。 

 具体的には、例えば外資系、こういったのも国

内にとどまらず、外資系のこういう法人企業、こ

ういったのもオッケーなのか、改めてお尋ねをし

たいと思います。 

 それから、この企業版ふるさと納税の人材派遣

型につきまして、仮に当市が採用する場合、この

場合については、どのような人材の派遣がメリッ

トというふうに考えるのか。 

 また、どのような人材を派遣していただくのが

効果的なのか、その辺の考え、あるいは、逆に人

材派遣交換という言い方がいいのかどうか分かり

ませんけれども、派遣していただいた先に、こち

らからも派遣して、民間をしっかり学んできなさ

いと、こういうことは可能なのかどうか、この点

についてお願いします。 

○田畑委員長 トータル３点。 

○水内ふるさと戦略課長 それでは、私のほうから

最初の質問の２点、お答えさせていただけます。 

 まず、委員おっしゃっていた、いわゆる個人版

の条例では、明確に決めているが、企業版はこの

基金条例だけというところなんですけれども、

元々のつくりが企業版でいえば、国の制度、税制

の中で要は総合戦略を決めて、かつ地域再生計画

を決めて、そこの市町村に要は寄附ができるとい

うつくりになっております。 

 なので、細かいつくりといいますか、大まかな

ところは全部、国の制度に沿った形ですので、こ

のような基金条例の内容となっております。 

 ２点目なんですけれども、法人からの寄附、い

わゆる本社機能が泉南市外の企業に限定されるが

ほかにという御質問なんですけれども、要はこの

税制の中での企業版ということですので、要は法

人関係の税です。法人関連税の要は非課税という

企業が対象外になるかと思います。 

 例えば、国であったり、地方自治体、組合、あ

と社会福祉法人であったり、学校法人、あと宗教

法人などが、これに当たると思います。 

 以上です。 

○古木成長戦略室次長兼連携戦略課長 人材派遣型

の御質問についてお答えをさせていただきます。 

 どのような人材というところでございますけれ

ども、人材派遣型につきましては、昨日御説明さ

せていただいたとおり、ちょっと１件お話があっ

たというところでございます。 

 ただ、まだ実際積極的に、こちらから企業に対

してというお話ではなくて、相手側からお話を頂

戴して、それでうちが希望する職種というか、業

務というのを御提示させていただいた中で、いろ

いろ民間さんで、その関連するようなセクション

を経験された方々というのを探していただいた中

で、最終的には面談をさせていただいて、マッチ

ングができるかというところを決めていくものだ

というところで、今進めているところでございま

す。 

 ですので、うちの希望というのは、しっかり職

種であったり、どういうミッションを持ってとい

うことをお伝えをさせていただいた中で、そうい

う経験の深い方を探していただくということにな

ろうかと思います。 

 以上です。 

○竹田委員 答えていただいてるようで、ちょっと

そうでもないなというところがあったんですが、

まず、この要は条例を制定するに当たりまして、

これは国の制度だからというような話はあったわ

けなんですが、これは個人のふるさと納税も、こ

れも国の制度だと思うんですよね。 

 にもかかわらず、やはりこれについては全体観、

トータル的な条例として、ふるさと泉南応援寄附
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条例というのを、きちっとやっぱり設置をしてい

るわけですよ。 

 でも、この企業版については、基金の設置だけ、

基金の設置というのは、このふるさと泉南応援寄

附条例の中にもちゃんと入れているわけですから、

改めて、先ほどの議論も踏まえて、トータル的な

条例というのを、要するに、泉南市企業版ふるさ

と応援条例かなんか、新たなものをやっぱりつく

っても差し支えないのかなというふうに思うんで

すが、もう少し合理的な説明をお願いしたいなと

いうふうに思います。 

 それから、法人等々の話がありまして、これは

外資系も大丈夫なのかというふうにお聞きしまし

たが、ちょっとその辺は抜けていたなと。いわゆ

る課税をされている団体、組合、企業、また宗教

法人も大丈夫だと、このような話だったと思うん

ですが、そこを改めて、法人、外資系も大丈夫な

のか、お尋ねをしたいと思います。 

 それから、要は企業版の中のいわゆる人材派遣

につきましては、定年退職の方も多いと。そして、

田畑委員長は、これは一般質問の中でもされてお

りましたけれども、やはり泉南の職員のちょっと

人材不足、また枯渇といった、こういった点にお

いて、十分にそういう場所、それから係、あるい

は課において、要するに、企業版のこの人材派遣

を通じて、しっかりとそこへ埋めて、そして人材

不足をしっかりと補っていくという１つの捉え方

もあるのかなと思うんですが、改めてその辺の戦

略をお尋ねしたいと思います。 

 それと、昨日の議論の中で、今回が泉南市がこ

の企業版をしっかり活用しますというような中で、

私が地域再生計画を云々ということで、御指摘を

させていただきましたけれども、伊藤室長のほう

から、要はこの地域再生計画に準じた、これは正

直地域再生計画というても、いわゆるまち・ひ

と・しごと、地方創生の中ですから、基本に何で

も使えるということになっていると思うんですよ

ね。 

 やはり特色を生かしていくのは、もう１点、こ

の柱ともう１点の柱として、いわゆる企業側から

の提案と、こういうお話があったというふうに思

うんですが、ここで一番冒頭の話ではないんです

が、補助団体は大丈夫だというふうなことがあっ

たわけなんですけれども、いわゆる企業からの提

案ということは、単にこの事業をしてくださいよ

と、それに寄附というわけにいかなくて、例えば

その事業について、当然要するにそこに企業とし

ては参入をして、その事業をしたくなると思うん

ですよね。 

 ですから、要は企業版ふるさと納税をしますか

らこの事業をさせてくださいというようなことに

なってくると、ある意味、これはちょっと私は趣

旨が変わってくるのかな。と、その辺のガイドラ

インというのは、ちょっとしっかりしておかない

と、当然、入札等があるんでしょうけれども、企

業版ふるさと納税もしていただいていますから、

そして提案いただいたのはこの事業だから、ここ

に対して優先的に、例えば、随意契約でやってし

まうというのは、ちょっと趣旨からするとやっぱ

り違うと思うんですよ。 

 ですから、こういうところのガイドラインとい

うのは、しっかりしておかなあかんのかなという

ふうに思うんですけれども、その辺の考えをお願

いします。 

○川端行政経営部長 私のほうからは、人材の要は

民間からの人材との企業版ふるさと納税の関係の

話なんですけれども、戦略はということでお話し

いただきました。 

 今回の人事院勧告の中でも、国から示されてい

る中身で、やっぱり民間との公務の要は知識の融

通の推進とかいうことも書かれていまして、やっ

ぱりその辺の人事交流というのは、行っていく方

向に今向いているのかなというふうにも考えます。 

 ただ、人材派遣型の今のふるさと納税の関係の

部分でいきますと、企業さんと泉南市とのマッチ

ングが、やっぱり必要になってくると思いますの

で、その部分はその部分でやらせていただいて、

いわゆる人事交流のところについては、給与面で

あるとか処遇面、いろいろハードルがございます

ので、そこがクリアできれば、市が求める人材と

いうのを、人事交流であるとか、そういう手法を

使いながらやっていくのも１つの戦略やと思いま

す。 

 ただ、泉南市としても、人材育成方針をまだ立
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てたところなので、市としてもやっぱり人を育て

ていくという考えがございますので、そこと合わ

せてチャンスがあればやっぱりその民間との人事

交流というのも、考えていってはというふうには

考えております。 

 以上です。 

○伊藤成長戦略室長 まず、何点かあった部分です

けれども、外資系の部分に関しては、日本の法人

税制の制度を適用されている企業であれば全てオ

ッケーということで、外資だからということで、

の排他要件はございません。 

 また、条例の個人と企業で全体の設置基準がち

ょっと違うんじゃないかということなんですけれ

ども、まずもって、個人のほうというのが、今マ

ーケットで約１兆円になっています。企業版のほ

うが全国で340億円と、かなり小さいマーケット

ということがあります。 

 また、個人のほうというのは、寄附者の思いの

ほうを受けて、市のほうで裁量がかなり委ねられ

た上で、多岐にわたる事業に使用させていただく

というシステムにはなっていますけれども、企業

版のほうは、限定的で総合戦略に載せた４つのプ

ロジェクトに準じたもの、もしくは企業から、こ

の企業と我々のほうで、改めて総合戦略に沿った

形でのプロジェクトに使うということで、かなり

限定的にはなっております。 

 という状況なので、ちょっと基金のほうの設置

条例だけ、今回は設置させていただきました。 

 ただ、府内でも、大阪府を入れて９団体の設置

の状況になっておって、事細かに設置してるとい

うのは、ちょっと見当たらないので、我々のほう

もそこを踏襲したという部分はございます。 

 また、客観的に見れば明確にこのプロジェクト

を掲げていないということでいくと、本当に成り

行きということもあるんですけれども、いろんな

チャンスを逃さないということでも、大きく設置

条例だけを、受入れの環境を整えたという状況で

はございます。 

 また、最後の企業からの提案の部分で、企業さ

んがこういう事業をしたいからということでいた

だく場合なんですけれども、その際にも、企業さ

んがそこに寄附を渡すので、その事業に参加した

いという訳ではなく、あくまで企業さんがその企

業理念に沿って、例えばＣＳＲの中でＳＤＧｓを

やりたいということの申出があった場合も、寄附

を頂きますけれども、事業主体は泉南市であった

り、他のいわゆるＪＶで行う事業に御寄附をいた

だくというシステムになっていますので、寄附を

もって直接参加するという条件、バーターにはな

ってはいないので、そこは今までの公契約とか公

共事業の執行の適正基準に合わせてやっていきた

いと思います。 

 以上です。 

○竹田委員 ありがとうございました。 

 今、このいわゆる企業版のふるさと納税につい

ては、非常に限定的だというお話があったんです

が、私はそうは思っていなくて、逆に大変幅広い

使い方ができる。また幅広い事業ができる。それ

がこの企業版ふるさと納税だというふうに、そう

理解をしております。 

 確かに、ふるさと泉南応援寄附条例については、

事業の区分として14に分かれているんですけれど

も、改めてこの企業版のほうを、例えばこういう

全国的ないろいろと活用事例というのを見まして

も、相当幅の広いものが、事業ができるなという、

そういう認識をいたしました。 

 そして、改めて先ほど森委員のほうから、箕面

市のほうの事例を紹介されていましたけれども、

私はあえてちょっと近隣市も調べてみますと、例

えば、泉佐野市は、いわゆる子ども食堂の支援を

いたしましょうという、こういう事業をしてはる

わけですね。 

 これは、泉佐野市にかかわらず、全国の子ども

食堂の支援をしましょうとやっているわけですよ。 

 もうだから非常に幅広いわけですね。泉佐野市

だけじゃなくてね。寄附を頂いたものでも、ちょ

っときっちり読んでいないですし、他市のことで

すので、あれなんですが、寄附を頂いて、そして

泉佐野市のいわゆる事業者から食材を購入して、

そして全国の子ども食堂を支援しましょうという、

こういう取組をやっていると、こういうふうなこ

とが１つありました。 

 そして、例えば隣の阪南市については、うちが

これが蹴られたのか、蹴ったのか分かんないんで
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すけれども、学校給食センター、この改修事業に

いわゆるこの寄附をしていただくと。企業さんに

お願いをして、いわゆるこういう公共事業につい

ても、これは可能だというふうなことかなという

ふうに思いました。 

 これから泉南市も学校再編をしていく、あるい

は新たなここの例えば市役所を改築する、こうい

ったことについても、最近はクラウドファンディ

ングという方法もありますけれども、こういう企

業版のふるさと納税を使って、そして、こういう

事業を立ち上げていくということができる。 

 あるいは、阪南市ではグローバル社会に対応し

た英語教育充実事業という、こういうことにも企

業版のふるさと納税を使っている。ＤＸとか、

様々実はやっています。 

 そういった意味においては、少し泉南市が、先

ほどは森委員も指摘をされておりましたけれども、

確かに再生計画とともに、具体化に要は、そうい

う公共事業もひっくるめながら、もう少し戦略的

に、もう既に正直、近隣市からすれば、ちょっと

置いていかれているなという感じが非常にいたし

ますのでね。 

 その辺、本当に決意を持って、この企業版とい

うのを期待しておりますので、しっかり取り組ん

でいただきたいと思います。 

 最後にその辺の決意をお願いします。 

○山本市長 企業版ふるさと納税に関しての議論は、

先ほど近隣の自治体の話もありましたけれども、

近隣の自治体でいきますと、もう令和２年ぐらい

からもうずっと議会でも議論がありまして、まち

を挙げて活発な議論があった経緯の中でああいっ

た、かなりの工夫の凝らされた様々な取組がなさ

れているものだというふうに、私は認識をしてお

ります。 

 じゃ、一方で泉南市はどうなのかというふうに

なったら、私も議員の時代に、そこまで企業版ふ

るさと納税につきまして、やはり積極的な議論を

してこなかったというところに関して、私自身反

省があるわけですけれども、そうは言っていられ

ないと。期限もあるという話でございます。 

 先ほどの議論の推移を見ていますと、議会の皆

さんから本当に積極的な提案が今ある中で、行政

としましては、やはりチャンスがあれば、来るも

のは拒まずというのではなくて、先ほど様々な提

案が一般質問でもございましたけれども、様々な

行政課題と、まち・ひと・しごとのプロジェクト

というものはシンクロする部分がございます。 

 こういった部分に関しまして、残りその期限と

いうものは僅かではあるんですけれども、例えば

ですけれども、私がミートアップ等で東京等で、

企業さんと様々な交流とか、プレゼンをする際に、

企業版ふるさと納税という話も、しっかりと織り

交ぜながら、まず私たち自身もしっかりとそうい

う姿勢なんだよというものを見せていく必要があ

ろうというふうに思いました。 

 ですので、それを私自身もしっかりと肝に銘じ

ながら、これからの取組をしっかりと進めてまい

りたいというふうに考えてございます。ありがと

うございます。 

○大森委員 企業版ふるさと納税は、僕もこれから

広がっていくんじゃないかというふうに今思って

います。 

 というのは、１つは自治体への企業の寄附額が

６割から９割に増えたということで、その分、引

かれるということで企業の負担が１割に減ると。

企業にとっては非常にプラスがあると。 

 これは泉南市なんかの場合に当てはまらないか

もしれませんけれども、原発なんかが来ていると

ころの町、例えば福井県の高浜なんかありました

けれども、関電がやっぱり何十億円ぐらい寄附を

すると。 

 そういう中で原発を進めていくと、そういうこ

とも問題になったこともありましたけれども、そ

ういう企業が市町村にいろんな形で影響力を及ぼ

そうというときに、この寄附金、こういう寄附制

度も利用する場合があるという場合もあります。 

 そういう意味でいえば、それはもうそういう見

方は一方的かもしれませんけれども、そういうふ

うな特に企業にとってはプラスの部分もあるので、

そういう悪い活用というか、ちょっとどうなのか

と思うような活用もされるようなことも含めて、

これからも増えていくんじゃないかというふうに

思います。 

 泉南市としては、やっぱりこのふるさと納税自
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体に、さっきも成り行きで進めていくんですかみ

たいな質問がありましたけれども、企業版ふるさ

と納税。ふるさと納税自体に力を入れていくとい

う方針を考えておられるのか、その点についても

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 一方、やっぱり過熱している問題とか、いろん

な問題もふるさと納税でも、個人版でもありまし

て、50％以上の経費がかかってはならないという

ふうになっていますけれども、今、泉南市は、こ

の間の報告でありましたけれども、49.48％まで

経費が来ていますよね。４億円の寄附に対して１

億9,795万6,000円の事業費がかかっているという

ことですからね。 

 これは49.489％と。もう50％がすぐ行きそうな、

これに物価高なんかが入ってきますから、いろん

な返礼品の値段が上がったりとか、輸送費が上が

ってくると50％を超えるかもしれないと。 

 そういうところまで今来ていて、危機的な状況

に、全国の問題ですけれども、でも全国は大体平

均45％から46％というから、規模が大きくなれば

なるほど、この経費の占める割合は増えるような

ので、泉南市はそれだけ49％まで来ているという

ことは、それだけ規模が大きくなっているという

裏返しかもしれませんけれども、いつ50％を超え

るかもしれないと。 

 そういうふうなリスクも抱えながらの運営なの

で。どうなんですか、これからふるさと納税とか

いうのに、全面的にもっと頑張っていくんだと。

昨日の中では、それはもう勝ち組としてやってい

かないと行けない。勝って、勝って、頑張れとい

う話もありましたけれども、そういう姿勢で臨ん

でいくのか、ちょっとその辺のところについても、

聞かせてほしいというふうに思います。 

 あと、ふるさと納税の企業版の話にいきますけ

れども、やっぱり冒頭言うたように、幾つか今質

問の中にもありましたけれども、経済的利益の供

与を与えてはならないというふうにありますけれ

ども、これがどのようにしてちゃんと守られるの

か。 

 ガイドラインが必要、ちゃんとできていますか

という質問とか、何に使われますかということが

明らかになっていないんじゃないかと、説明もな

かったという話もありましたけれども、それはど

んなふうな担保というか、対策というか、癒着と

か起こらないようなことを考えておられるのか。 

 泉佐野市や阪南市の例を聞いて、これをします、

給食センターとか、子ども食堂のやつにするとい

うのは、ああ、そういうふうにすればええんかな

というふうに思う一方、食材をそこから買うとい

うふうなところの話になれば、経済的利益の供与

に当たるんじゃないかと思いながら聞いていたん

だけれども、その辺のところが非常に難しい対応

が迫られると思います。 

 今も言いましたような、癒着とかそういうよう

なことは、もう大丈夫なんですよというふうな対

応というのはどんなふうに考えておられるのか、

ちょっとその辺を先にお答えください。 

○田畑委員長 水内ふるさと戦略課長、ちょっと答

弁ゆっくりめにお願いします。ゆっくり、つっけ

んどんに聞こえるよ、ゆっくり言わないと。 

○水内ふるさと戦略課長 すみません、それでは、

まず１点目なんですけれども、個人版の話があっ

たと思うんです。要は、今は49.48％になってい

るよと。50％間近ですという御指摘がありました。 

 そこについては、寄附金額に対する50％という

ことですので、50％に限りなく今近い状態ではあ

るんですが、これを越えそうになるという時点で

は、また寄附金額を上げて、要は返礼品の割合を

下げる。そうすることによって、50％にはならな

いと考えております。 

 また、先ほどの経済的供与を与えてはならない。

国のガイドラインにもしっかりと記載されており

ますので、我々としましては国のガイドラインに

沿った形で、あと契約を結ぶ際も、それを契約の

要件に、企業版ふるさと納税を行うことであった

り、そういった制限を設けず、要は合理的な理由

なく寄附法人しか応札できないような状況でなけ

れば、経済的供与に該当しないということになっ

ておりますので、そこは遵守しながら、事務のほ

うを進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○大森委員 50％にならないように返礼品の割合を

下げたりとか、金額を下げるとかいうことやと思

うんですけれども、ということやけれども、返礼
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品が、どういうんかな、そういうふうな形で……。 

○田畑委員長 大森委員、ちょっと企業版の話をし

てな、企業版の。 

○大森委員 今答えられたので。 

○田畑委員長 いや、答えてくれたんや。 

○大森委員 出てくると、それはまた寄附が減ると

いうことになる。やっぱりその寄附、返礼品がえ

えから寄附してくれるわけで、その返礼品が50％

越えそうやからというて引き下げていくと、また

寄附が減るかもしれないということがあるので、

そこは非常に難しいところで、みんな頭を悩まし

ているところだと思うんですよね、実際にね。 

 だから、そううまいこといくとは、これから苦

労される部分だと思いますけれども、そううまい

こといくと、じゃ返礼品減らしますよとか、金額

下げますよというわけにはいかないというふうに

思うので、その点、もうお答えは結構なので、と

いうことがあるというふうに思います。 

 それで、結局この経済的利益を与えないという

ところは、はっきりしたところをやっぱり見えて

こないんですよね。 

 １つは、寄附してくれた企業は非公開、公開さ

れなくてもいいんですね。どんな企業がお金を入

れてくれたのか、業者が寄附を入れてくれたのか

分からないと。 

 もちろん、皆さんは分かるよね。別に匿名でお

金を入れるわけと違うから分かるわけですよね。

でも、一般市民は分からないと。 

 そういう中で、例えば本当にどういうんかな、

経済的な利益が、そういうことがもう全くなくて

進めてきているものなのか、分からないですよね。

この間まで泉南市の場合、３社かなんか寄附があ

ったみたいね、去年、おととしか。 

 でも、３社のうち１つだけがしているけれども、

海外で婚活事業をやっているとか、昨日おっしゃ

いませんでしたかね。（「海外向け」の声あり）

海外向けでしたか。こういう業者が例えばどうい

うところで泉南市に寄附するということに選んだ

のかという、その道筋が見えませんわね。 

 それと、今言うたように、それと泉南市との関

係で経済的利益供与みたいなことがないのかどう

かという、チェックする機関がないんですよね。

ないし分からないんですよね。 

 ごっついその不安が起こる中で、もうガイドラ

イン的なものがきっちりされていないということ

は、問題じゃないかというふうにも思うので、そ

の点についてお答え願いたいと思います。 

 ふるさと納税のほうに大分企業版も個人版も含

めてかじを切るということ、そっちに力を入れて

いこうという方針になっているのかどうか、その

辺はどうなんですかね。 

 というのは、この間も中期財政計画、財政見通

しが出されましたけれども、泉南市の財政がよく

なるというふうな見通しはありませんわね。 

 結局、何ていうかな、ふるさと納税というて、

企業版も個人版も含めてやっていくけれども、成

功しているように見えているけれども、部分的と

いうか、金額の面では成功しているかもしれんけ

れども、それは本当に泉南市民とか、泉南市にと

ってプラスになっているのか、定着になっている

のかというようなことも、やっぱり含めて、ふる

さと納税とか企業版ふるさと納税はやっぱり考え

ていく必要があると思います。 

 優秀な人材をそこに派遣していくわけやからね、

でも課題はいっぱいあるわけですよ。子育ての本

当に、子どもの権利条例に沿ったようなまちづく

りを進めていくとか、体育館のエアコンをどうす

るかとかいうこともある中で、ここに大分力を注

いでいるような気がするので、その点のバランス

なんかはどんなふうに考えておられるのか、２つ

の質問にお答えください。 

○田畑委員長 昨日は協議会なんですけれども、何

ていうのかな、非公開を望んでいる企業の中身を

大森委員、ちょっとデリケートな部分なんで、質

問も気をつけてくださいね。これ今インターネッ

トで流れていますから、信用問題に関わってきま

すから。 

○大森委員 公表されているんやな。名前も言える

んよね、どうなのか。 

○田畑委員長 非公開なんでしょう。 

○大森委員 公開してもええという企業が１つある

わけでしょう。そこは言えるわけね。 

○田畑委員長 その辺、お願い、気を使ってやって

くださいね。 
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○大森委員 非公開のものは言えない。 

○伊藤成長戦略室長 まず、令和３年度の企業版ふ

るさと納税を頂いた企業で非公開ということです

けれども、この企業さんの聞き取りは当然、面前

でもさせていただきました。 

 きっかけとしては、泉南市が「恋人の聖地」で

ハートのモニュメントがあって、恋人のまちとい

うことで、そこを認知されたということで、事業

的にはこの企業さんが結婚をフォーカスしたなり

わいをメインにやっていて、それが特に海外向け

ということで、泉南市が少しもっと力を入れてい

ただければ、コロナ禍を終えてからいろんな、ま

すます活性化につながるんじゃないかということ

で、御寄附の申出をいただいたところでございま

す。 

 また、ふるさと納税の財政収支に影響を与える

とか、そのちょっと僕らのほうではそこまで分か

らないんですけれども、御指摘いただいたように、

金銭で成功しているという認識をお持ちいただい

ているんであれば、僕らもそれで十分かなと思っ

ています。 

 リソースの集中で鋭意取り組んでいるところで

ございますけれども、この流れというのは引き続

いてやっていきたいかなと思います。 

 以上です。 

○大森委員 経済的利益の供与を与えないという判

断はどこでするんですかね。それはどこか自分ら

でガイドラインを設けて判断するんですか。どこ

か、国が判断するんですか。 

 というのは、例えば今でいうたら、「恋人の聖

地」が泉南市にありますわね。そこがあるところ

で、海外向けの婚活業者が入ってくると。これは

これだけ聞けば、やっぱり経済的利益の供与に関

わるんじゃないかと、そういう海外向けの婚活業

者が、そういう恋人というところに関わって応援

したいというのは、経済的供与に関わってくるん

じゃないかというふうに思えるんですよね。 

 だから、その辺の判断というのは、どこでどう

いうふうにされるのかということが１つです。 

 あと、いろんな昨日の話の中で、企業と寄附を

申し入れている企業とともに、いろんなどういう

形に沿ってしてもらうかという話も進めていくん

だということでしたね。 

 それも聞くと、そういう企業とマッチングとか

いうんですかね、そういう話をする中で、市の職

員の皆さんが話をする中で、企業の経済的利益に

関わらないことの、どんなことをしましょうかと

いうような話なんていうのは、ナンセンスな話に

企業にとってみれば、経済的利益に関わらないこ

とを、何しましょうかなんていうようなことはね。 

 その辺で言うと、やっぱりこういうところでも

企業との癒着とか、それから本当はもっと市民向

けのものを、もう割り切って子ども食堂、それか

ら学校給食センターとかになれば分かりやすいん

やけれども、そういう企業と話し合いながら寄附

をしてもらえるような、進んでしてもらうような

ことを進めていきますなんていうたら、やっぱり

経済的利益供与じゃないようなことに関われへん

ことをせえというのが無理なような感じに思いま

すので、その辺はどんなふうに思っておられるの

か。 

 経済的に本当に収入は増えているけれども、一

般質問でもありましたけれども、本当に泉南市の

財政はどうなっているのかとか、よくなっている

のかと。お金がその泉南市を通り過ぎて出ていっ

ているんやないかと。法人税も増えていないんじ

ゃないかとかいう質問もあったけれども、市の職

員さんの仕事というのは、特に公務員の皆さんの

仕事というのは、お金をもうけるだけの仕事と違

いますからね、やっぱり市民の福利厚生とか福祉

とかいうのが一番の仕事やから、そういうところ

に本当に有能な人が行っているので、できるだけ

負担を減らしたいというか、もっと例えば誘客連

携にしても、そういうことですよね。 

 だから、ちょっとそのバランス的なことでいえ

ば、そういうふるさと納税のところにがっと目が

行き過ぎていて、福祉とか定着とかいうところが

抜けているようなことも心配しているので、その

点、どんなふうに考えておられるか、お答えくだ

さい。 

○阿児副市長 ただいまの大森委員の御質問のうち、

企業に対する利益供与なり、それに伴っての癒着

ということについての御心配についての御質問が

あったと思いますので、その点について私のほう
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からお答えをさせていただきます。 

 企業版ふるさと納税のマニュアルを昨日ちょっ

とお答えできませんでしたので、冒頭に御説明を

させていただきました。 

 若干説明者のほうが、ちょっと早口で十分お伝

えできなかった点もあろうかと思いますので、改

めて申し上げますと、企業版ふるさと納税を頂け

る条件として、企業に対して企業版ふるさと納税

をしてくれたら、してくれることを条件にとか、

補助金を出しますよとか、そういう要件とすると

いうんですかね、そういうのはあきませんという

ことでございます。 

 ですので、逆にいいますと、本市とある企業と

が別のところでの受委託契約があったりとか、そ

ういう場合に、そういう契約でこちらが公金で何

か支出して、何か委託して仕事をしてもらうとい

う関係があったら、その企業は全てふるさと納税

できませんよというと、私ら余計にふるさと納税

をもらえるところがだんだん少なくなるわけです

よね。 

 ですので、何か関係があるからふるさと納税を

もらったためとか、もらうことで癒着がさらに広

がるとか、今まで適正なものが癒着に結びつくん

じゃないかという御心配ですけれども、それは契

約とか、補助金の交付とかのところで、適正に執

行するというんですかね、契約も公正・適正にや

るということですよね。 

 補助金をもらうから、あんたのところと随意契

約しますよとか、そんなことがあっては、もちろ

んならんので、契約は契約で適正にやるというこ

とであれば、別に市とある業者さんとが何らかの

関係があっても、ふるさと納税をもらうというの

は全く問題はないということでございますので、

御理解をお願いいたします。 

○田畑委員長 ほかに。もう副市長が言うてくれた

から。古谷委員、谷委員、よろしいですか。（発

言する者あり） 

○田畑委員長 いや、終わっているって。副委員長

よろしいですか。（発言する者あり） 

○山本市長 まず、議員であれば、委員長の言うこ

とを聞くというのは大前提やと思いますよ。これ

が崩れるというのは、我々行政としましても……。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○山本市長 待ってくださいよ。 

○田畑委員長 市長がしゃべっていますから。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○山本市長 しゃべっていますので、しゃべり終わ

ってから言ってください。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員長 許可しません。山本市長。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員長 あなたもそういう方法でやっている

んや。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員長 あなたもそういう方法でやってんね

ん。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員長 あなたが私にその方法で言うなら、

あなたもその方法でやっているから。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員長 当てません。山本市長。 

○山本市長 この委員会の流れの中で、先ほど大森

委員の質問が、先ほど委員会の中で大森委員の質

問がありましたことに対しまして、追加して私の

ほうから答弁をさせていただきます。 

 市役所の中でやはり様々な課題があります。そ

れは当然のことながら各部署におきまして、しっ

かりと行政運営をしていくと。その中で、今年新

しく４月から成長戦略室というものが立ち上がり

ました。 

 この成長戦略室は、何もふるさと納税が全てと

いうわけではございません。泉南市をいかに成長

させていくかと。この１つの柱の中に、当然のこ

とながら、ふるさと納税と、このたくさんの方に

泉南市のファンになっていただきまして、寄附を

たくさんいただくと。この取組もしっかりと力を

入れてまいりたいというのが、今の泉南市のスタ

ンスでございますので、御答弁させていただきま

した。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員長 本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより……、副市長、どうぞ。 

○阿児副市長 先ほど森委員のほうから、今回の条

例案の中で処分規定がないじゃないですかという
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御質問をいただいていましたが、説明員のほうが

答弁させていただきましたけれども、若干補足を

私のほうからさせていただきます。 

 基金条例で、処分規定を設ける場合は、どうい

う経費の財源に充てるのかというのを明確にする

ということを目的に処分規定を規定するというの

が、一般でございます。 

 今回の条例案は、第１条の設置規定の中に、ま

ち・ひと・しごと創生寄附金活用事業に対して、

この事業に要する経費の財源に充てるためという

形で、使途について第１条で明記をいたしており

ますので、殊さら処分規定を設けないという考え

方でやっております。 

 以上でございます。 

○田畑委員長 補足に対して、森委員、どうぞ。 

○森委員 言うのは分かりますよ。ただ、やっぱり

これは誤解というか、濫用を防ぐためにも処分規

定は入れておいたほうがいいんじゃないかなとい

うことで、私は申し上げたんです。 

○田畑委員長 以上で本件に対する質疑を終結いた

します。 

 これより討論を行います。討論はございません

でしょうか。 

○大森委員 十分な議論をしたいんですけれども、

答えがなかったので、引き続き答弁してもらうよ

うに言うても、当ててもらえないとかいうような

ことがあったので、ちょっと議論自体がもう不十

分なんですけれども、今回のこの条例については、

今の答弁の中でもやっぱり企業との癒着を、通常

はないのはもう当たり前ですよ。そんなことある

とは思っていないけれども、何かの場合にあるこ

とがあるわけです。 

 これはお答えがなかったけれども、やっぱりふ

るさと納税というのは、もう今泉南市でも力を入

れておられるし、全国的にもやっぱり今いろんな

方が利用する。多分企業版も増えていくという中

で、やっぱり過熱していくとか、それからこっち

のはちょっと紹介しましたけれども、著名な経済

学者なんかが言うたら、ゼロサムゲームになると

いうぐらい、もう本当にこれに勝つぐらい頑張れ

というふうな議員さんのあれもありましたけれど

も、そういう過熱する中でどんな問題が起こるか

分からないんですよね。 

 起こるかというか、実際に起こってきているこ

とも、個人版でいえば市の職員さんとかが、やっ

ぱり事件も起こっていますでしょう。 

 だから、そういうところに十分なやっぱりガイ

ドラインなりリスクに対するものをつくらなあか

んというふうに思うんですけれども、それに明確

な答えがなかったので、反対といたします。 

○田畑委員長 ほかございませんか。――――以上

で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○田畑委員長 起立多数であります。よって議案第

５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号「職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議

題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。

――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第９号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第10号「泉南市議会議員の議員報酬

等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を議題とし、質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

○大森委員 特別職を引き上げるということですけ

れども、市長、副市長、教育長ですかね、特別職

は。この皆さんのやつは見送られたということな

んですけれども、この理由を説明してください。 

 それと、人勧に従ってということなんですけれ

ども、特別職、いつもこうなんですかね、特別職

の分で議員も一緒に引上げということですかね。

僕のイメージとしては一般の職員さんの引上げ分
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がありますやんか、人勧の。それと同じ金額の引

上げかなと、議員もと思ったんやけれども、特別

職という形でなっていたので、その辺はいつもこ

ういう提案の仕方になっているのか、ちょっとこ

の２点についてお答えください。 

○田畑委員長 これ、本当は、我々の泉南市議会の

議員報酬のことやから、それ関係ないんやけどな。 

○川端行政経営部長 通常であれば、今回は特別職

は上げていないんですけれども、特別職と一緒に

上げるというパターンが多かったと思います。 

 ただ、議会の議員報酬というのがありますので、

議会さんの判断があってということが大前提にな

ってくると思いますので、今回は議会さんのほう

から一般職と一緒に議員報酬についての部分も上

程してほしいという依頼がございましたので、今

回こういう形で上げさせていただきました。 

○大森委員 特別職ということではなかったんです

か。 

○川端行政経営部長 はい。 

○大森委員 そうやったら、じゃ市長が上げへんか

った理由は。 

○川端行政経営部長 今回、市長、副市長、教育長

が上げないという理由につきましては、いろいろ

事情があるとは思うんですけれども、今回は上げ

ないという判断をされたということになりますの

で、その事情までは私は関知するところではあり

ません。 

○大森委員 いや、それは議員の報酬のことやから、

市長、副市長は関係ないねんということかもしれ

ませんけれども、同じ特別職として、何で、市長、

副市長が上げない理由というのはあるんですかね、

いろんな事情というのは、財政的な理由があった

のか、お金がたくさんあるからええと言うたんか、

いろんな事情というのは、ちゃんとした政策判断

する根拠があるんでしょう。それについて説明し

てください。 

○阿児副市長 ただいま御審議をお願いしておりま

すのは、議案に対する御審議、御質疑でございま

すので、議案の内容について市長、副市長、教育

長に関しての議案ではございませんので、お答え

しないというのが考え方でございます。 

○田畑委員長 ほかに。――――竹田委員。（「ま

だ質問はありますよ」の声あり）竹田委員。

（「質問ありますよ」の声あり）竹田委員。

（「３回は認めてくださいよ。質問ありますよ」

の声あり）竹田委員。（「むちゃくちゃやんかも

う」の声あり）むちゃくちゃで結構です。（「結

構ですっていったら、ほんなんめちゃくちゃで結

構ですと言う委員長は初めてや」の声あり）いい

ですよ。 

○竹田委員 委員会ですので、ちょっと冷静にして

いきたいなと思いますが、ちょっと確認だけさせ

ていただきたいんです。これから、この議案第10

号、それから第11号、第12号ですか、今回人勧に

関するということで、全部全て同じだと思うんで

すけれども、１回だけで済ませたいと思っており

ます。 

 今回、毎年もあるときもあればないときもある

かなというふうに思うんですけれども、いわゆる

人勧に基づいて人件費の増額ということで、過去

においては減額もあったと、こういうことだと思

うんですけれども、そのときの人勧の状況により

まして、それに基づいた上で、この人件費という

のは提出をされていたと。 

 ちなみに、今回の人事院勧告に基づいて、この

人件費の増額について、先ほどもありましたけれ

ども、それも結構ですけれども、議員、一般職、

会計年度任用職員ですね、これは近隣市の状況は

どうなのか、この辺、お分かりでしたら、１つは

確認をしたいと思います。 

 それともう１点は、これは大変申し訳ないんで

すが、ちょっと財務部長がいらっしゃってはいな

いんですが、それとまた所管的にはあさっての予

算審査特別委員会になってしまうんですけれども、

今回あさっての補正予算の中では、この人件費の

増額について、歳入の面で全体的に8,800万円を

計上されているんですが、この人事院勧告に伴う

人件費については約8,200万円、8,100万円だとい

うような報告が昨日ありました。 

 この財源が財政調整基金からこれを崩して、そ

して歳入に入れているんですね。非常に財政調整

基金を8,000万円も削って、そして今回のこの人

件費に充てるというのは、ちょっと正直心苦しい

点がございますが、これは個人的にはお聞きもし
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たんですが、これは委員会でお答えいただければ

と思うんですが、こういったいわゆる人勧に基づ

く人件費の増額については、交付税措置はされる

んだと、こういうお話があろうかというふうに思

います。 

 これまでも、そうだということですので、改め

て今回のこの人件費につきましては、これは交付

税措置されるのかどうか、きちっとお答えを、条

例改正をしますから、その後に補正予算が来ます

ので、この辺の確認はきちっとしておきたいなと

いうふうに思います。 

○北野秘書人事課長 まず、私のほうから近隣の市

町村ということで回答させていただきます。 

 まず、議員につきましては、近隣市町は６団体

あるんですけれども、おおむね議員のほうは人勧

どおり上げるという形で上程するということでお

聞きはしております。１団体だけちょっと今回見

送っているというところがございます。 

 あと、会計年度につきましては、ここはちょっ

と分かれるところで、市町村によっては遡及する

というところもあれば、今回据え置きにするとい

うところもございます。 

 あと、正職、任期付につきましては、もう泉南

市と同様、人勧と同様、人勧どおり上げるという

ところでお聞きしております。 

 以上でございます。 

○野澤理事兼総務部長 私のほうからは、人事院勧

告に伴う、いわゆる給与改定の財源がどうなって

いるかということについて、お答え申し上げます。 

 まず、普通交付税というのがございます。普通

交付税の中にまず追加財政需要額という項目がご

ざいまして、それは一応市町村財政を運営する中

で、様々な年度途中で財政事情が変わるというこ

とがございます。 

 それに備えるということで、予備費的なものと

いうことで、一定の財源措置がされております。

この部分でいわゆる給与改定を賄う場合もござい

ます。 

 今回、今年度の場合は、国のほうで普通交付税

の再算定を行っていただいております。その再算

定の中のいわゆるどういうことに充てるかという

ことの中の１つに、今回の地方公務員給与の改定

に伴う一般財源、これに充てるということで、一

定の普通交付税が増額されております。 

 したがいまして、最初申し上げた当初の交付税

の中と、追加交付がある普通交付税で一応措置す

ると。今回の補正予算の調整時、いわゆるつくる

段階で、まだその部分が見えておりませんでした

ので、今回いわゆる財政調整基金を取り崩させて

いただいて予算措置しておりますが、最終的には、

今申し上げた財源も含め、財源更正というほうも

考えていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○竹田委員 どうもありがとうございました。とし

ますと、今の話からいくと、要はその辺の財源が

確定すると、３月の定例会かなんかに財政調整基

金をきちっと戻すと、こういうことだというふう

に思います。もう結構です。ありがとうございま

した。 

○田畑委員長 北野人事課長、上げへんかった１団

体は、ちなみにどこですか。 

○北野秘書人事課長 議員のほうで１団体というの

は、阪南市ということでお聞きしております。 

○田畑委員長 はい、分かりました。 

○山本市長 さっきの財源の話なんですけれども、

先ほどの理事の話がまさにそのとおりなんですけ

れども、ただやはり今重点交付金も含めまして、

やはり市民の皆さんの生活、それから事業者の皆

さんの事業が非常に逼迫しているというところも

ありまして、総合的にどのようにして事業化して

いこうかという話の中で、様々財源更正で検討し

なければならない部分がございまして、先ほどの

ものが、いわゆる八千数百万円の部分が、全てが

全て財政調整基金なしに全部財源として賄えるか

というふうになりますと、なかなかそこに関しま

しては、まだ今決定的な、賄えますというふうな、

決定的な答弁がまだできません。 

 また、詳しいところに関しましては、また予算

審査特別委員会のほうで議論できればというふう

に考えてございます。 

○田畑委員長 ほかによろしいですか。――――以

上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。 
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○大森委員 これももっと議論して、何で市長や副

市長や教育長の三役が、何で提案しなかったのか

と、その理由をやっぱり参考にして、議員の報酬

をどうするかというのをやっぱり参考になるわけ

ですよ。だから聞くわけでしょう。それもありま

すし、やっぱり説明責任というのはあるんやから、

議案に出ていないからお答えしませんとか、答え

んでええとかいうのは、やっぱりおかしいと思い

ますよ。 

 僕らもこれを理由を聞いて、自分たちの議員の

報酬をどうするかというのは考えたいと思うから

聞いているわけですよね。 

 それで、私自身は市長や副市長、三役が引上げ

しなかった理由というのは、やっぱりそれはもう

財政難の理由があると思うんですよね。財政がや

っぱり泉南市は大変やから、これからやっぱり体

育館にもエアコン設置とか、いろんな部分で費用

がかかっていくから、そやから値上げされなかっ

たんだろうというふうに僕は思っています。違う

かもしれませんけれども、お答えがないので。 

 翻ってやっぱり議員のこと、立場で考えますと、

やっぱり今は本当は賃上げが大事なときですわ。

でなかったら、もう購買力も高まれへんし、景気

もよくなれへんし、賃上げはとにかく賛成という

ことですけれども、やっぱり泉南市の今の財政状

況とか、それから市長や副市長や教育長が上げな

い理由と同じように、やっぱりもっとほかに、大

した金額にはなりませんけれども、体育館のエア

コンとか回す費用に、ちょっとでも一助になれば

と思いまして、この値上げについては反対いたし

ます。 

○田畑委員長 以上で本件に対する討論を終結いた

します。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○田畑委員長 起立の結果、可否同数であります。 

 ただいま報告いたしましたとおり可否同数であ

りますので、委員会条例第17条第１項の規定によ

り、委員長において本件に対する可否を裁決いた

します。 

 本件については、委員長は、原案のとおり可決

と裁決いたします。よって議案第10号は、原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第11号「一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」を

議題とし、質疑を行います。質疑はございません

か。――――大森委員、同じような質問は、はし

ょってくださいよ。 

○大森委員 これも大事な、今本当に物価高の中で、

なかなか給料が上がれへんということで、こうい

う賃上げというのは、まずできるところから特に

公務員の皆さんから上げていくということも、大

事なことだと思うんですけれども、関係団体との

話合いが、どんな経過で進んできたのか、ちょっ

とお答えください。 

○石谷行政経営部参事 関係団体からは、まず人事

院勧告に基づき、俸給表の水準の引上げ等を４月

に遡及し、実施すること。また、一時金について

も人事院勧告に基づき、0.1月分の引上げを実施

すること。 

 また、任期付職員及び会計年度任用職員につい

ても、給料、一時金の引上げを行うこと。任期付

職員については、令和３年度から令和５年度にか

けて正規職員と同様の月数になるよう見直しを行

うこと。 

 会計年度任用職員については、常勤職員と同様

に４月に遡及し、実施すること。差額の精算を年

内にすることなどにつきまして、2023年の秋季年

末賃金確定、総合生活改善に関わる要求書による

申入れがございました。 

 11月６日にその回答を行いまして、11月６

日、14日に交渉を行い、人事院勧告の実施につい

ては一定の理解を得たところでございます。 

 差額の精算につきましては、年内に実施するよ

うにというような強い訴えがございまして、最終

的には近隣の状況等を考慮しまして、国の給与法

の改正後、速やかに改正案を上程することで、妥

結に至った次第でございます。 

 以上です。 

○田畑委員長 ほかによろしいですか。――――以

上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません
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か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第11号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号「会計年度任用職員の給与等

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を議題とし、質疑を行います。質疑はござい

ませんか。――――大森委員、同じような質問は

やめてくださいね。 

○大森委員 質問する前から、議案は違うんやから

ね。議案が違うということは分かっていますよね。 

○田畑委員長 分かっていますよ。僕でも分かって

いますよ。僕の頭でも分かっていますよ。 

○大森委員 これは会計年度の人に関わることを質

問しますので、お答えください。間違っても市長

のこととか、議員のこととか職員さんのことを聞

いているんじゃないので、お願いいたします。 

 会計年度職員というのは、なかなか分かりにく

いので、例えば何年ごとの更新になっているとか、

泉南市で何人ぐらいいらっしゃるのか、それと時

給にすれば幾らぐらいになっているのか、それと

あと、男女の割合、それについてちょっとお答え

ください。 

○北野秘書人事課長 会計年度の人数なんですけれ

ども、12月１日で直近の人数で申し訳ないんです

けれども、全体で270名程度、会計年度というの

はいらっしゃいます。 

 男女の比率なんですけれども、大方230名程度

が女性で、男性が30名程度ということになってお

ります。（「給料とか時給とか分かれば」の声あ

り） 

 あと、時給に関しましては、会計年度、職種に

よりましていろいろあるんですけれども、今回平

均でいきますと1,100円程度になるんですけれど

も、今回人勧で上がる分としましては、平均で54

円程度、時給で上がるという形になっております。

（「更新」の声あり） 

 更新につきましては、１会計年度になっており

ますので、４月から３月という会計年度という扱

いになっております。（「何回いけるのかな、こ

の人は」の声あり） 

 特に回数というのが、次の更新に関しては、あ

くまでも、また面接であったりとかということに

なりますので、何回までやるというのは設けてお

りません。 

 以上でございます。 

○大森委員 市の職員さんの数は500人ぐらいです

か。 

○田畑委員長 勝手にやりとりせんといてください

ね。 

○大森委員 500人ぐらいだと思うので、半数ぐら

いが今こういう会計年度職員さんになっていて、

１年ごとの更新ということですけれども、この市

の業務の大事なところを担っておられる方は中心

だというふうに思うんですけれども、その点、ど

うなんですかね。 

 だから、１年ごとの更新ということであれば、

身分が不安定な感じにならないのか、市としては、

できるだけ長く働いていただきたいというふうな

方向で考えておられないのか。 

 それと、非正規の方々の給料が安い、低賃金の

ことが問題になっていますけれども、とりわけ女

性が低賃金が多いということなんですけれども、

これを見ても分かるように、非正規と言われる会

計年度職員の方は女性が多いということなんです

よね。 

 女性の賃金を引き上げようと思ったら、反対に

言えば、この会計年度任用職員の時給なりを引き

上げることが、大幅に引き上げることが大事だと

思うんですけれども、その点についてお考えがあ

ればお答え願いたいというふうに思います。 

 時給1,100円で、今回54円ほど上がるとおっし

ゃったけれども、大体給与でいえば年間でどれぐ

らいの平均で収入になるのか、それから正規の皆

さんの職員さんと比較すれば、どれぐらいの差が

あるのか、お答えください。 

○石谷行政経営部参事 まず、会計年度任用職員の

報酬、先ほど時給単価のことを答弁させていただ

いたんですけれども、規則のほうで正規職員の給

与表の、俸給表の第１級の１号に準ずるとか、そ



 

-17- 

れぞれの会計年度任用職員の職種に応じて、正職

の給与表に準じております。 

 例えば、事務補助員は正規職員の１級１号の給

与表に準ずるという形になっておりますので、今

回人勧によりまして、1,064円から1,109円に上が

っているというような状況です。 

 いろんな職種の会計年度任用職員さんがいらっ

しゃいまして、例えば保健師さん、助産師さんに

関しましては、かなり単価は高く設定されており

ます。それも正職の給与表のどの号級を見に行く

かというところで規則を定めております。 

 先ほど人数のほうも伝えたんですけれども、保

健師や助産師さんというのは、スポットといいま

して、常にいらっしゃる方ではなくて、そのとき

必要なときだけ来ていただくというような職種の

方もいらっしゃいます。 

 身分が不安定ということで、任期が１年ごとと

いうようなお話があったんですけれども、会計年

度任用職員というのは、あくまでも正職、任期付

職員の補助をしていただくというような位置づけ

で、雇用のほう、任用を行っておりますので、年

度ごとの、その年度におけるそれぞれの市役所の

いろんな業務に関しまして、必要な人数とか職種

というのを、その都度その都度任用していくとい

うような考え方に従っております。 

 以上です。 

○田畑委員長 竹田委員。 

○大森委員 ちょっとごめん、３回目にちょっと質

問、委員長、質問。委員長、お願いします、質問。 

○田畑委員長 大森委員。竹田委員、すみません。 

○竹田委員 いい、もう確認だけやから。 

○大森委員 助産師さんとか、そういうエッセンシ

ャルワーカーとか、それからケアワーカーの人た

ちが、そういうスポットで入るということですけ

れども、やっぱりコロナなんかみたいに、全国一

斉で起こったりとか、緊急で発生したりする場合

もありますわね。 

 そういう中で、やっぱりそういうエッセンシャ

ルワーカーとか、エッセンシャルとか、ケアワー

クの人は、やっぱり正規で雇うという方向が大事

かと思うんですけれども、その点、どんなふうに

考えておられるのか。 

 それと、ちょっと年収でどれぐらい平均になる

かというお答えがなかったんやけれども、やっぱ

り時給を引き上げるということが大事やと思うん

ですけれども、そういうもちろん要望は強いとは

思いますけれども、市の財政状況も見ながらの対

応になっていると思いますけれども、やっぱり国

とか地方自治体がやっぱり時給を引き上げていっ

て、その民間も含めた、そういう非正規な人たち

の暮らしをちゃんと支えることが大事やと思うん

ですけれども、そういうことの検討はされている

のか、これが２つ目の質問です。 

 あと３つ目に、１年ごとの契約になっています

けれども、やっぱり不安に思ったり、当然働ける

と思っておっても、急に契約解除になるようなこ

ともあるかもしれませんので、できるだけ無期雇

用への転換が必要じゃないかと。無期雇用の、１

年ごとじゃなくて、それはもう正規化ということ

になるかもしれませんけれども、そういうふうな

検討というのは、今後されていくのか、その点に

ついてお答えください。 

○北野秘書人事課長 まず私のほうからは、年収に

ついての御回答をさせていただきます。 

 まず、会計年度任用職員、短時間なんですけれ

ども、年収で250万円程度となります。同じく、

任期付職員の短時間、同じ時間という方で幾らか

といいますと、大方でいきますと、二百七、八十

万円という形なります。 

 正職員で大卒初任給、正職員の大卒ということ

で350万円程度というところで、そういう形の差

がついている状態でございます。 

 以上です。 

○石谷行政経営部参事 会計年度任用職員の方を非

正規ではなくて正規雇用が必要ではないかという

ことなんですけれども、それぞれのお仕事の内容

に応じて、ワーク・ライフ・バランスを考えた上

で、いろんな働き方を選択される形で、そういう

選んでいただいているのかなというふうに考えて

おります。 

 もちろんその正規職員については、正規職員に

ついて必要な採用人数を来年採用していくような

定員管理計画に基づきまして、採用していってい

るような状況でございます。 
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 以上です。 

○阿児副市長 ただいまの説明に補足して、私のほ

うからお答えさせていただきます。 

 会計年度任用職員がいわゆる、ちょっと言葉で、

いわゆるスポット的な対応ということでというこ

とで答弁をいたしましたところ、大森委員のほう

からそれは正規雇用で対応すべきじゃないかとい

う御質問があったと思います。 

 職員は、基本的には必要な数、人数を正規雇用

というんですか、一般職の常勤で採用すると、こ

れはあくまでも基本でございますけれども、それ

以外にいろんな臨時的な業務がございますので、

それについては、こういう会計年度任用職員で対

応しているということになっております。 

 ですので、会計年度任用職員はもうなくすべき

だというような話では、ちょっとなかろうかなと

いうふうに考えております。 

 それと、会計年度任用職員が１年ごとの雇用と

いうことについて、その雇用が不安定じゃないの

かということでございますけれども、会計年度任

用職員制度自体は、１年の雇用期間ということに

なっていますので、それは制度上、そうなってい

るということしかお答えできません。 

 また、その条件を御理解していただいた上で、

雇用の申出がなされておりますので、それはそう

いうものだということで来ていただいていると。 

 逆に、正規化したいと、正規職員として働きた

いということであれば、当然その方々も任期付職

員でありますとかの採用募集には当然応募できま

すので、一定の条件の下にできますので、本人さ

んの御意思とか、働き方なり、御都合に応じて、

多様な働き方が提供されているというのが、先ほ

どの石谷参事の説明なのかと思います。 

 以上でございます。 

○竹田委員 すみません、もう１点だけなんです。

これは教えてほしいなと思うんですが、これは議

案第９号も会計年度任用職員の話で、今審議して

いるのは議案第12号なんですが、この会計年度任

用職員で、今様々な質問があって、結構二百数人

もいてはる。あるいは正職の補助ということなん

ですけれども、結構でも重要なところで働いてい

ただいているなと、そういうふうな印象がありま

すが、もう端的に申し上げますと、この第９号の

ときもどうしようかなと思ったんですが、これは

どちらも要は、この第９号については要は勤勉手

当というのが、今回ちょっとこれ両方とも係るお

話でございまして、第９号については、当該の除

外規定を削除ということは、恐らくこれ勤勉手当

を支給しないということを削除して、支給できる

ようにということだというふうに理解をします。 

 第12号については、今度は勤勉手当を新たに支

給するということを、これを規定して新設にする

んだと、改正なんだということですね。 

 どうしてこれ今まで逆に、勤勉手当が付いてい

なかったのかなというのは、ちょっと不思議でご

ざいまして、逆になぜこの時期にこの勤勉手当を

改めて、なしよという、そこを削除して出るよう

にし、あるいは新設して勤勉手当を付けられるよ

うになったのか。 

 当然、同一労働・同一賃金であるとか、賃金を

上げましょうとか、様々なことが考えられるとい

うふうに思うんですが、今までこの勤勉手当に手

が付けられなかったというのは、ちょっと純粋に

なぜかなというふうに思いましたので、この点だ

けお願いします。 

○石谷行政経営部参事 その会計年度任用職員の勤

勉手当の支給なんですけれども、地方自治法の一

部を改正する法律というものが、本年５月８日に

公布されまして、令和６年４月１日から施行され

ますということで、そのような中で、国のほうの

法律の中で会計年度任用職員に対する勤勉手当の

支給が盛り込まれた法改正があったということな

んです。 

 それに基づきまして、市のほうの条例でも勤勉

手当を支給できるような条例改正を、今回行うも

のということになっております。 

 以上です。 

○阿児副市長 ただいまの説明に、若干補足をさせ

ていただきます。 

 もともとその会計年度任用職員制度はスタート

いたしましたときに、当時の国家公務員の非常勤

職員については、期末手当が支給されておって、

勤勉手当が支給されていなかったということの状

況の中で、地方公務員法につきましても、期末手
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当だけを支給するという制度でスタートをいたし

ました。 

 ただ、その後、国家公務員のほうがこれは省庁

ごとに非常勤職員を管理しておりますので、勤勉

手当を支給し出したんですね。地方公務員法が、

これの改正が令和２年でございますけれども、そ

の後に国家公務員のほうが先行して、勤勉手当を

支給するようになったということで、それが国家

公務員の中でも、一般化してきたということを踏

まえて、地方公務員法の改正が、先ほど御説明し

ましたように、令和５年５月８日に公布されて、

令和６年４月１日に施行される中で、勤勉手当を

支給するということで、先行していた国家公務員

に合わせる形になった改正がされたということで、

今回条例改正をお願いしているということでござ

います。 

○竹田委員 分かっているんです。国家公務員のほ

うに準じてということで、地方の公務員について

も勤勉手当を支給するようになっていくんだと。

恐らく流れはそうだと思うんですが、なぜ国家公

務員かなと。もともと勤勉手当が外れていたのか、

最初から、この会計年度職員制度というのは、そ

んなに古くはない制度で、結構最近の制度だった

と思うんですけれども、もともと期末手当と勤勉

手当、両方とも支給するということにしておけば

よかったんではないかなという、そういう疑問が

あったんですが、恐らく答弁が出ないと思います

ので、もう結構です。ありがとうございました。 

○田畑委員長 以上で本件に対する質疑を終結いた

します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森委員 賛成いたしますけれども、今、国も挙

げて失われた30年という中で、賃金が上がれへん

問題ですよね。コストカットが行き過ぎて、30年

間、日本は本当に賃金が上がれへん国になってい

たと。国もこれを見直すという方針になっている

中で、やっぱり特に非正規の人とか、それから地

方自治体でいえば、会計年度任用職員の給料を引

き上げるということが、とても大事だと。 

 今回そういう提案をされましたけれども、それ

でもやっぱり僅かですよね。平均で250万円、270

万円ぐらいというふうにおっしゃっていてるけれ

ども、正規職員やったら大卒で350万円というこ

とですけれども、これも民間に比べて20万円か

ら30万円安いということで、今回人勧は引き上が

ったということです。 

 それよりも低い金額ですよね。230万円、270万

円の中で、本当に暮らしがどうなのかということ

を考えれば、特に女性が多い中で、もしかシング

ルマザーなんかであれば、本当に生活が大変にな

るということなので、制度がこういうものである

からということも、副市長のほうからもおっしゃ

いましたけれども、やっぱりちょっと国や地方自

治体が率先して待遇改善を図れるように、引き続

き取り組んでいただきたいということを述べて、

賛成討論といたします。 

○田畑委員長 ほかに。――――以上で本件に対す

る討論を終結いたします。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第12号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本常任委員会に付託されました議案の審

査は終わります。 

 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会の所管事項につきましては、調査研究

のため引き続き閉会中の継続調査の申出を行いた

いと思います。これに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議長

に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決

定をいたしました。 

 なお、閉会中において調査を行う事件につきま

しては、委員長に一任していただきたいと思いま

す。 

 以上で、本日予定をしておりました議案審査に

つきましては、全て終了いたしました。 

 委員各位におかれましては、慎重なる審査をい

ただきまして、誠にありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようお願い申し
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上げます。 

 これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会

いたします。お疲れさまでございました。 

午前１１時３６分 閉会 

（了） 
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